
平 成 ２７ 年 度 第 ４ 回 

宇 都 宮 市 国 民 健 康 保 険 運 営 協 議 会 

会  議  次  第 

                      日 時  平成２７年１０月２９日（木） 

                           午後４時３０分～ 

                      会 場  宇都宮市役所１４階 

                           １４Ａ会議室 

 

 

１ 開  会 

 

   ⑴ 会議録署名委員の選出 

 

 

２ 議  事 

 

   ⑴ 協議事項 

     ・協議第１号  答申書（案）について 

 

   ⑵ そ の 他 
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４ 閉  会 
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宮国保運協第  号  

平成２７年１１月   日  

 

 

宇都宮市長   佐  藤   栄  一  様  

 

 

宇都宮市国民健康保険運営協議会  

会  長    塚  原   毅  繁   

 

 

 

国民健康保険税の税率の見直し等について（答申）  

 

 

平成２７年７月３０日付け宮保年第１３７７号により諮問

のありました標記の件につきまして，本協議会を開催し，関係

資料等に基づき慎重に協議した結果，結論を得ましたので答申

いたします。  

（案） 
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答申に当たって  

 

 国民健康保険制度においては，近年の急速な高齢化の進行や医療技

術の高度化などに伴い医療費が増大する一方で，担税能力の低い無職

者や低所得者などの加入割合が多いといった，制度に構造的な問題を

抱えており，多くの自治体で厳しい財政運営を強いられている。  

 

本市の国民健康保険財政も例外ではなく，これまでも「保険税収納

率の向上」や「医療費適正化の推進」など，あらゆる財政健全化策に

全力で取り組んできたところであるが，歳出に見合った歳入の十分な

確保が困難であることから，平成２６年度には６年間据え置いた税率

を引き上げるとともに，被保険者と一般市民の間の負担のバランスを

十分考慮しながら，一定の基準に基づき一般会計からの繰入を行うこ

とにより収支均衡を図ってきたところである。  

 

こうした中，国においては，平成２７年５月に「持続可能な医療保

険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」を

成立し，平成３０年度からの国民健康保険事業の都道府県化とともに，

国保財政の基盤強化に向け３，４００億円規模の財政支援策を打ち出

したところであるが，市町村における財政運営は依然として厳しい状

況に置かれており，本市の国民健康保険事業においても，安定的な事

業運営及び財政健全化に向けた対策が急務となっている。  

 

このような状況を踏まえながら，今般，本協議会においては，市長

から「国民健康保険税の税率の見直し等」についての諮問を受け，平

成２９年度までの２年間の国民健康保険の安定的な事業運営の実現に

向け，これまで計４回の会議を開催し，本市の国民健康保険の現状や

課題，財政健全化に向けた今後の取組，また，保険税の水準や制度改

革の動向等を勘案しながら今後の収支見通しとその財源などについて

慎重に議論を重ねてきたところであり，その意見を集約し，以下のと

おり答申する。
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１  国民健康保険の財政健全化策について  

国民健康保険財政の健全化に当たっては，まず何よりも，保険者

である市自らが率先して経営努力を行い，保険税収納率の向上や医

療費の適正化などを図ることが肝要である。  

そのため，平成２７年３月に改訂した「国保経営改革プラン」及

び，その実行計画である「国保アクションプラン」などに基づき，

計画的かつ着実に事業を推進し，国民健康保険財政の健全化を図ら

れたい。  

 

２  税率等の見直しについて  

⑴  課税限度額について  

地方税法施行令（以下，「政令」という。）に定める課税限度額に

ついては，本年４月に，医療保険分が５１万円から５２万円に，後

期高齢者支援金分が１６万円から１７万円に，介護保険分が１４万

円から１６万円に改正されたところであり，国は今後も，課税限度

額を段階的に引き上げる方針を示している。  

課税限度額を超える高所得世帯については，中所得世帯に比べ負

担割合が低く抑えられており，税負担の公平性の観点や国の動向を

踏まえると，平成２８年度から課税限度額を政令どおりに改正する

ことが妥当である。  

なお，国において，今後，課税限度額に係る政令が改正された場

合は，本市国民健康保険税の課税限度額の見直しについても検討さ

れたい。  

 

⑵  応能応益割合及び賦課方式について  

ア  応能応益割合について  

国民健康保険は，地域保険として住民相互の連帯意識により支え

られて運営されるものであり，被保険者全体で制度を支えるという

観点からは，負担と受益のバランスを取ることが重要であることか

ら，地方税法においても保険税の負担のあり方として，応能応益割

合の標準割合は５０対５０が最も適切なバランスとしている。  

こうした中，本市の応能応益割合も標準割合を基本としており，

当該割合を変更した場合，各世帯へ与える影響等が大きいことから，

今後とも標準割合の５０対５０を継続することが妥当である。  
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イ  賦課方式について  

本市では，平成２０年度から賦課方式を３方式（所得割，均等割，

平等割）に変更したところであり，また，２方式（所得割，均等割）

に変更した場合には，１人世帯では，約５割が保険税（応能割）の

法定軽減に該当していることに加え，更に負担減となる一方で，国

民健康保険加入世帯全体の半数近くを占める子育て世帯などの複

数人世帯にとっては負担増となる。  

賦課方式については，こうした状況に十分配慮することが必要で

あることから，１世帯当たりの被保険者数の状況等に大きな変化が

ない中では，今後とも現状の３方式を継続することが妥当である。 

 

⑶  国民健康保険税の税率について  

本市では，平成２６年度に，歳出に見合う十分な歳入が見込めな

いことから，平成２２年度に拡充した一般会計からの繰入基準を更

に拡充し，なお不足する財源について税率改定により対応したとこ

ろである。  

こうした中，平成２９年度までの財政運営の見通しにおいては，

現行の繰入基準の範囲内で，一般会計からの繰入を行うことにより，

収支均衡が図れる見込みであることから，税率については現行どお

りとされたい。  

また，一般会計からの繰入は一般市民の負担そのものであること

から，被保険者の負担と一般市民の負担のバランスを十分に考慮す

る必要があるとともに，国保経営改革プランに基づき，財政健全化

に向けた更なる経営努力を行い，引き続き繰入額の縮減に努められ

たい。  

なお，税率の見直しについては，平成３０年度に予定されている

国民健康保険の都道府県化等を含めた医療保険制度改革などの，今

後の国の動向などを見極めながら適宜行っていく必要があること

から，２年後を目途に改めて検討されたい。  
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宇都宮市国民健康保険運営協議会開催経過  

 

 

１  第１回運営協議会（平成２７年７月３０日）  

⑴  市長から「国民健康保険税の税率の見直し等について」の諮問  

⑵  平成２６年度国民健康保険特別会計の決算状況 (見込み )について  

⑶  平成２７年度国民健康保険税の賦課状況について  

 

 

２  第２回運営協議会（平成２７年８月２７日）  

⑴  国民健康保険の現状・課題と今後の取組について  

 

 

３  第３回運営協議会（平成２７年１０月１日）  

⑴  国民健康保険税の税率等の見直しについて  

 

 

４  第４回運営協議会（平成２７年１０月２９日）  

⑴  答申書 (案 )について  
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